
地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準の答申に係る附帯意見（案） 

 

 

促進区域の設定に関する北海道基準を審議した際に、次のような意見が出された。 

・  基準の見直し時期は年数を定めた方が良いとする意見がある一方で、短期間での頻繁な見直しは基

準の信憑性を低下させ、社会的混乱の原因になるとする意見がある。 

このことを踏まえ、北海道としては、以下のことに十分な配慮をいただきたい。 

 

 

○ 人的・技術的リソースが限られる市町村が促進区域の設定を検討するにあたり、北海道が市町村を適切

に支援することが望ましい。 

 

 

○  市町村による促進区域の設定状況を、ゼロカーボン北海道推進計画に基づく施策等の実施状況に係る

北海道の点検結果報告書等の中で北海道環境審議会に報告するとともに、今後も必要に応じて基準を

見直すことが望ましい。 

 

 

 

 

令和   年（    年）   月   日 

 

北海道環境審議会 

会長 中村 太士 

資料４-２ 


